
下記の時間帯に受付(予約の⽅も含む)

された場合、厚⽣労働省の定めた診療

報酬点数に基づき、初診料または再診

料に＜夜間・早朝等加算＞として50点

を加算させていただきます。
※3割負担の⽅は150円

＜ 夜 間 ・ 早 朝 等  加 算 に つ い て ＞
ご 案 内

⼟曜⽇：12時以降の受付

⽇曜⽇：8時以降の受付


